
令和８年度版「ＮＡＲＩＴＡ暮らしの便利帳」協働発行事業 募集要項 

 

市民の暮らしに役立つ情報の提供を目的として、市役所の窓口や各種手続きなどの行政情報、成田の伝統・

文化などの地域情報を掲載した、令和８年度版「ＮＡＲＩＴＡ暮らしの便利帳」を官民の協働事業として発

行するにあたり、協働発行事業者を選定するための公募型プロポーザルを次の通り実施する。 

 

１．業務概要 

１－１．事業名称 

     令和８年度版「ＮＡＲＩＴＡ暮らしの便利帳」協働発行事業 

 

１－２．業務内容 

     別紙仕様書の通り 

 

１－３．発行時期 

     令和８年１２月上旬（予定） 

 

２．プロポーザル参加資格要件 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

（２）会社更生法に基づく更生手続開始の申し立てがなされている者または民事再生法に基づく再生手

続き開始の申し立てがなされている者でないこと。 

（３）暴力団が実質的に経営を支配する業者またはこれに準ずる者で、明らかに請負者として不適当で

あると認められる者でないこと。 

 

３．手続き 

３－１．スケジュール 

（１）公募開始          令和８年３月２４日（火） 

（２）質問書の受付期限      令和８年３月３１日（火）午後５時１５分 

（３）質問書に対する回答     令和８年４月 ７日（火）予定 

（４）参加申込書の受付期限    令和８年４月１４日（火）午後５時１５分 

（５）企画提案書などの提出期限  令和８年４月２１日（火）午後５時１５分 

（６）プレゼンテーション審査   令和８年４月２８日（火）予定 

（７）選定結果の通知       令和８年５月中旬 予定 

（８）協定書の締結        令和８年５月 予定 

 

  ただし、各実施日については事務上の都合により変更できるものとする。 

 

 



３－２．質問および回答 

本プロポーザルに関する質問については、次の通り受け付けおよび回答を行う。 

（１）質問書の受付期限 

令和８年３月３１日（火）午後５時１５分 

（２）提出方法 

・質問書（第２号様式）により、Ｅメール（koho@city.narita.chiba.jp）で行い、電話（0476-20-1503）

で受信確認を行うこと。 

・件名は「プロポーザル質問書（法人名）」とする。 

・電話などによる口頭での問い合わせには対応しない。 

（３）質問書に対する回答  

令和８年４月７日（火）予定 

（４）回答方法 

成田市ホームページ・「令和８年度版「ＮＡＲＩＴＡ暮らしの便利帳」協働発行事業に係るプロ

ポーザルの実施について」ページ（https://www.city.narita.chiba.jp/business/page0104_00019.

html）で回答を掲載する。 

 

 ３－３．参加の申し込み 

     本プロポーザルに参加を希望する者は、次の通り書類を提出すること。 

  （１）参加申込書の受付期限 

令和８年４月１４日（火）午後５時１５分（必着） 

  （２）提出場所  

成田市企画政策部広報課（４月1日以降は、広報メディア推進課） 

（成田市役所 本庁舎３階） 

〒２８６－８５８５ 成田市花崎町７６０ 

  （３）提出方法 

     持参または郵送とする。 

なお、受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分までとし、郵送の場合は未着・遅延などが

発生した際、理由の如何を問わず本市は責任を負わない。 

  （４）提出書類 

・参加申込書（第１号様式）１部 

・委任状（本業務で、本社から支店などに権限を委任する場合に提出）（第３号様式）１部 

 

 ３－４．企画提案書などの提出 

 （１）企画提案書などの提出期限 

令和８年４月２１日（火）午後５時１５分（必着） 

 

 

 



（２）提出場所 

成田市企画政策部広報課（４月1日以降は、広報メディア推進課）  

（成田市役所 本庁舎３階） 

〒２８６－８５８５ 成田市花崎町７６０ 

  （３）提出方法 

     持参または郵送とする。 

なお、受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分までとし、郵送の場合は未着・遅延などが

発生した際、理由の如何を問わず本市は責任を負わない。 

（４）企画提案書の様式 

企画提案書は自由様式とする。ただし、用紙サイズは、原則としてＡ４判とする（図面、資料な

どについては必要に応じてＡ３判とし、折り込むことは可）。 

（５）企画提案書記載事項（記載の順序は問わない） 

①協働事業についての考え方および目的 

②製作体制（総括責任者および担当者を記載すること） 

③事業スケジュール 

④令和８年度版「ＮＡＲＩＴＡ暮らしの便利帳」の全体構成 

・発行ページ数（総ページ数、うち行政情報および地域情報ページ・広告掲載ページの割合） 

・規格 

・掲載記事案（行政情報、地域情報、その他の情報など） 

・ほかの冊子との一体製本となる場合は、その冊子のページ数、規格、内容など 

⑤広告掲載予定数、広告募集計画（募集手順など）、広告掲載方法（広告と行政情報および地域

情報を明確に区別するための工夫など） 

⑥配布方法および配布スケジュール（配布漏れへの対応方針も記載すること） 

⑦当該事業と同様の事業実績 

⑧その他ＰＲ資料 

（６）提出部数  

正本１部・副本６部（正本は押印のあるもの。副本は押印のあるものを複写したもの） 

（７）その他  

提出された企画提案書の内容について、本市から問い合わせを行う場合がある。 

 

４．協働発行事業者の選定 

４－１．選定趣旨 

本事業は行政と民間事業者などの協働事業として取り組むものであり、公平性および公正性が求

められることから、それらを十分に理解し、業務実績、実現性、信頼性などを総合的に審査し、最

も優れた者を公募に応じた事業者の中から選定する。 

 

 

 



 ４－２．選定方式 

  （１）方法 

公募型プロポーザル方式とし、プロポーザル審査委員会において、企画提案書およびプレゼンテ

ーションの結果などを総合的に評価し選定するものとする。 

 

 （２）選定手順 

・評価基準の各項目について事業者を評価し、順位付けを行う。  

・合計点数が最も高い事業者を優先交渉権者とする。上位者の合計点数が同点となった場合は、 多

数決により決する。   

・参加事業者の提案辞退などにより、審査対象事業者が１者のみとなった場合でも、プレゼンテーシ

ョンは実施する。審査した結果、平均５０点未満（１００点満点）の場合は協働発行事業者として

選定しないものとする。 

  （３）評価基準 

     次の３つの観点から総合的に評価し、最も評価の高い事業者を選定する。また、評価基準の項目

および配点（１００点満点／委員）は次の通りとする。 

    ①協働事業の理解度・積極性    １５点 

    ②企画提案の内容         ６５点 

・製作体制 

・事業スケジュール 

・令和８年度版「ＮＡＲＩＴＡ暮らしの便利帳」の全体構成 

・広告掲載予定数、広告募集計画、広告掲載方法 

・配布方法および配布スケジュール 

    ③類似事業取扱実績        ２０点 

  （４）プレゼンテーション審査 

     開催日 令和８年４月２８日（火） 

     プレゼンテーションは、１者につき３０分（提案２０分・質疑１０分）とし、提案者の出席は３

人以内とする。また、内容は提出した企画提案書などを基本とする。開催時間などの詳細は、参加

申込書の受付期限以降にＥメールで通知する。なお、機材などを使用する場合は全て提案者が用意

する。ただし、プロジェクタースクリーンのみ本市が用意する。 

  （５）選定結果の通知 

     選定結果は、全参加者へ郵送にて通知するものとする。なお、選定結果についての問い合わせな

どについては応じない。 

 

 ４－３．失格事項 

     次のいずれかに該当した者は失格とする。 

     ・企画提案書などの提出期限に遅れた者 

     ・提出書類に虚偽の記載をした者 

 



５．協定書の締結 

   協働発行事業者として決定された者は、本市と令和８年度版「ＮＡＲＩＴＡ暮らしの便利帳」協働発

行事業に関する協定書を締結するものとする。 

 

６．その他 

（１）企画提案書は１者につき１案のみとする。 

（２）書類提出後の追加および修正は認めない。また、提出された書類は返却しない。 

（３）提出書類の作成にかかる費用については、提案者の負担とする。  

（４）本プロポーザルは協働発行事業者の選定を目的に行うものであり、協定後の業務内容は本市と協議

のうえで決定することとし、必ずしも提案内容に沿って実施するものではない。 

（５）提出された企画提案書などは、本事業の選定以外に無断で使用しない。ただし、公平性、公正性、

透明性を期すために「成田市情報公開条例」などの関連規定に基づき公開することがある。 


